
令和5年度CN関連予算の
概算要求について

九州経済産業局
資源エネルギー環境課
内閣府沖縄総合事務局

経済産業部エネルギー・燃料課
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ご参考



制度概要

①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入 ②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

対
象

○エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きく、
新たな需要の拡大に寄与することが見込まれる製品の生産
に専ら使用される設備
※対象設備は、機械装置。
＜措置内容＞
税額控除10％又は特別償却50％
＜製品イメージ＞

【化合物パワー半導体】 【燃料電池】

○事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2  
排出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備（※）
※導入により事業所の炭素生産性が１％以上向上することが必要
※対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物。

＜ 炭 素 生 産 性 の 相 当 程 度 の 向 上 と 措 置 内 容 ＞
３年以内に10％以上向上：税額控除10％又は特別償却50％
３年以内に ７％以上向上：税額控除 ５％又は特別償却50％

＜計画イメージ＞
【外部電力からの調達】 【エネルギー管理設備】

新規導入
一部再エネへ切替え

【生産工程】
生産ライン① 生産ライン② 生産ライン③
生産設備 生産設備 生産設備刷新

2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠。
産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、②生
産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、最大10％の税額控除又は
50％の特別償却を新たに措置※する。

※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、後述のDX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。
【適用期限：令和５年度末まで】
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CN税制
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ものづくり補助金



中小企業庁 技術・経営革新課

10

事業再構築補助金


